
保護者 各位

立秋の候,保護者の皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて,先 日発生 した台風 15号 の台風の進路が気 になるところです。本校では台風 15号

時の取 り扱いを下記のように行いますので保護者の皆様におかれま しては,台 風情報に留
意 されながら対応方よろしくお願い致 します。

記

「台風時の取 り扱い」について (お知らせ)

<本校では台風時の扱 いを次のように致 します >

1 「暴風警報」が発令された場合,臨時休業になる。
(1)朝 か ら,「 暴風警報Jが発令 されている間は,臨時休業です。

①                             休校 とします。

②  8時 前までに解除になった場合は,「 暴風警報」が解除になった時点で速やか
に登校 します。

※月の 日程 (実 カテス ト (国・理 。英)、 月の 2の 授業)は予定通 りに行います。

(2)台 風通過後の 8/25(火 )はそのままの 日程で授業をおこないます。
※火の日程 (実カテスト (社・数)、 水の 1・ 5の授業、学活、避難訓練  ※弁当持全

(3)8/26(水 )の 日程は台風通過後調整 し連絡 します。

「暴風警報」の発令は,ど うした らわかる ?
「暴風警報」が発令 されたかどうかは,テ 叱ビやラジオ等で報道があ ります。
また,本県では,マ スコミ 。気象台の協力を得て 「警報発令」後に 「臨時休業」の

お知 らせ を流す ことになっています。休業か どうかはテ レビや ラジオの情報で確認 し
て下さい。休業のテロップは,警報発令 より遅れることがあ りますが,暴風警報が発
令 された ら「臨時休業のお知 らせ」が流れなくてもお休みです。

※  「暴風警報」は台風の暴風壌に入つていなくても出され ることが多いです。
また暴風域をぬけてもす ぐには解除にな らないこともあ ります。
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時などは朝か ら学校への問い合わせの電話が多 く教育委員会やその他の関係機関 との

緊急連絡ができない状況です。休業の確認の電話は しないようにご協力お願 い します。

※ 台風で体業の場合は,自 宅で学習をさせて ください。決 して外で注ばないよ うに
してください。

,台 風 の時 に利用 して くだ さい。 台風接近


